
 

基本
原則

遵守原則 重点事項 実施項目 遵守状況

1-1①

中長期計画の策定に当たり、教学関連及び経営関連
項目ごとに素案の策定主体、計画期間、意見聴取方法
及び意見の反映方法をあらかじめ決定する。

中長期計画の策定にあたっては、大学部門の計画を大学総
合計画委員会及び部長会議において審議・承認し、法人全
体（大学部門含む）の計画は西南学院将来計画委員会、常
任理事会にて審議・承認し、評議員会の意見を聞いた上で、

理事会にて決定することとしている。
また、計画の期間は2016年度から2025年度までの10年
間を計画の期間として定めており、前半の5年を前期中期計

画、後半の5年となる2021年度から2025年度を後期中期
計画として定めている。

1-1②
中長期計画の策定に際し、直前の中長期計画及び他
の計画との関連性を明らかにする。

後期中期計画は、学院のビジョンを踏まえて策定しており、後
期中期計画の策定にあたっては、前期中期計画において後
期中期計画に継続する事業を精査して策定した。

1-1③
中長期計画に教学、人事、施設及び財務等に関する事
項を盛り込む。

後期中期計画には、教学、人事、施設及び財務に関する事
項を盛り込んで策定している。

具体的には、西南学院ビジョンの５つの視点に基づき、教学
に関する計画は「教育研究」に盛り込み、人事、施設及び財
務に関する計画は「経営基盤」に盛り込んでいる。

1-1⑤

中長期計画の内容について、その適法性、倫理性を考
慮するとともに、顕在的リスクのみならず潜在的リスクに
ついても識別、評価する。

後期中期計画の策定にあたり、大学総合計画委員会や部長
会議の審議・承認を踏まえ、法人全体の計画を所管する西

南学院将来計画委員会で審議・承認し、常任理事会及び理
事会においても審議・承認している。

上述のとおり、各委員会及び会議体において、様々な視点で
精査を行い、策定を進めている。

1-1⑥
中長期計画の策定に際し、財政面の担保が不可欠で
あることを踏まえ、現実的かつ具体的な資金計画、収支

計画を精緻化する。

後期中期計画の策定に際し、計画の実行に必要な費用の財

政的な担保を図るため、計画が具体化している項目は係る
費用を財政計画に組み込み、第14次財政計画を策定した。
費用が具体化できていない計画については、今後、費用が

具体化した時点で財政的な措置を図ることとしている。
加えて、毎年度の予算策定時に財政面の担保を確認した上

で、予算化することとしており、現実的かつ具体的な収支計

画を精微化している。

1-1⑦

中長期計画において、実施スケジュールを含む具体の
アクションプランを明確にする。

アクションプランには毎年度の実施スケジュールを定めてお
り、明確にしている。

1-1⑧
中長期計画に係る策定管理者（政策管理者）と執行管
理者を明確にする。

アクションプランごとに、策定管理者として各委員会等を定
めるとともに、執行管理者として各実施主体の役職者をそれ
ぞれ定めている。

1-1⑨
中長期計画の最終決定は、十分な説明、資料に基づ
き、会議体等の合議により行う。

中長期計画の最終決定は理事会により審議・承認している。

1-1⑩

中長期計画において、測定可能な指標や基準に基づく
達成目標、行動目標を提示し、適宜、データやエビデン
スに基づいて中長期計画進捗管理を行う。

後期中期計画の策定に際し、全てのアクションプランに到達
目標及び年度ごとの評価指標を設定し、到達状況を評価す
ることとしている。

1-1⑪
中長期計画の内容、進捗管理方法について、教職員を
中心とする構成員に十分に説明し、理解の深化を図る。

後期中期計画の策定後、オンライン説明会や学内のポータ
ルシステム掲載、パンフレット配付等、複数の手段を用いて、
構成員への周知を図った。

加えて、後期中期計画は毎年度の事業計画に落とし込んで
実行することとしており、事業計画の策定時のみだけでなく、
年度途中に計画の実行状況を実施責任者に対して、対面ヒ
アリングを行うことで計画の進捗を確認するだけでなく、計画
自体への理解を図っている。

1-1⑫
外部環境の変化等により、中長期計画の変更が必要と
なった場合、速やかに修正を行える体制を構築する。

後期中期計画は、外部環境の変化等を踏まえて策定した。
後期中期計画の期間中に計画変更が必要となった場合の

修正手順も計画の実施主体に周知し、外部環境の変化等を
踏まえて修正を行える体制としている。

1-1⑬
中長期計画の期間中及び期間終了後に、進捗状況及

び実施結果を法人内外に公表する。

後期中期計画は毎年度の事業計画として取り組み、事業報

告書にて取り組み状況を報告している。
事業計画書及び事業報告書はいずれも、ホームページに公
開し、外部公表している。
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1-1④

中長期計画において、理事長をはじめ政策を策定、管
理する人材の育成、登用の方針を盛り込む。

理事長は選考委員会が複数の候補者の中から適任者を選
任して理事会に推薦しているため、事業の継続性を考慮した

登用が行える体制が整備されている。
加えて、中長期計画にガバナンス機能向上のための具体的

施策として、学長支援体制の強化等を盛り込み、機能向上に
取り組んでいる。
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1-1
会員法人は、学生、保護者、卒
業生のみならず、広く社会に存
在するステークホルダーに対し、
教育研究目的を明確に示し、理
解を得る必要がある。

1-1
会員法人は、事業に関する中期
的な計画（以下「中長期計画」
という）等の策定を通じて、さら
なるガバナンス機能の向上を目
指し続ける。
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2-1①
学校法人及び当該学校法人が設置する大学等のミッ
ション、ビジョンを踏まえ、学校法人及び大学、学部・学

科、研究科等の毎会計年度ごとの事業計画（以下「事
業計画」という）、達成目標や具体的な行動指針を明
確にする。

後期中期計画は、建学の精神及び学院の使命を実現するた
めの「西南学院ビジョン 2016-2025」を踏まえて策定して
いる。

後期中期計画には、学校法人及び各学校の具体的な計画
（以降、「アクションプラン」という）を定めており、毎年度の事
業計画でアクションプランを実行することとしている。加えて、
各アクションプランには到達目標も明確に定めている。

2-1②

達成目標、具体的な行動指針を教職員、学生及び社会

に発信し、共有する。

後期中期計画は、オンライン説明会や学内のポータルシステ
ム掲載、パンフレットの配付を行い、教職員への周知を図って

いる。
また、事業計画書は大学ホームページで毎年度、公表してお
り、学生・教職員及び社会に発信し、共有している。

2-2①

社会・地域貢献に係る学内方針を検討し、策定する。
社会連携・社会貢献の方針を策定している。

2-2②

社会・地域との連携を支援する体制または仕組みを整
備する。

社会連携の推進体制として社会連携課を設けて、体制や仕
組みとして整備済みである。

2-2④
公開講座や地域の課題解決に向けた地域連携プログ
ラム等を開設する。

公開講座や地域連携プログラム等を開設しており、充足して
いる。

2-1③

学校法人の中長期計画や事業計画、学部・学科、研究
科等の達成目標を実現するための経営資源（ヒト、モ
ノ、カネ）が、効率的な配分となり、著しく非効率的なも
のとならないよう、経営資源の配分に係る基本方針を
明確にする。

2-2③
組織的な各種ボランティア活動を展開するために必要
となる社会連携・地域貢献等に関する諸規程を整備す

る。

2-1⑦
リカレント教育の諸施策について、その方針、計画を明

確化する。

2-1
会員法人は、それぞれの会員法
人が目指す人材育成（大学教
育）を行うために、教育の質の
向上や学修成果の可視化等に
よる教育の高度化に努め、不断
の改善サイクルにより教育研究
活動を向上させる。

2-2
会員法人は、社会の要請を踏ま
えつつ、特色ある教育研究活動
から得られた成果を踏まえ、社
会の要請の変化に対応して、現
実の諸課題に対する解決方法
を示し、社会に貢献する。

2-2
会員法人は、市民講座・ボラン
ティア活動・地域課題解決等の
地域連携プログラムを通じ、大
学が社会・地域と連携し、その
発展に貢献していく活動を積極
的に行う環境を整える。

2-1
会員法人は、建学の精神等に
基づく多様な人材育成像を保
持しつつ、時代や社会の変化を
踏まえながら、教育研究活動を
通じて、広く社会に、また地域に
とって有為な人材を育成する。

2-1⑧
留学生の受入並びに派遣に係る諸施策について、受入

留学生の選抜方法、日本語教育プログラムの充実や日
本人学生とともに学ぶ機会の創出、派遣留学生の教育
課程編成・実施の方針等の観点から、アカデミックな意
義付けを明確にする。

2-1④
「学位授与の方針」、「教育課程編成・実施の方針」と
カリキュラムとの整合性のチェック等を通じて、それぞれ
の方針の実質化を図る。

2-1⑤

「入学者受入れ方針」と入学者選抜との整合性の
チェック等を通じて、同方針の実質化を図る。

2-1⑥
自己点検・評価結果、認証評価機関による評価結果や

アンケート調査等を含むＩＲ（インスティテューショナル・
リサーチ）活動の成果を活用し、教育活動の改善を行

う。

毎年度、予算編成の方針を策定している。同方針は、毎年度

の人件費や物件費、施設設備費等の状況や全体の収支バ
ランスを考慮し、効率的な配分となるように策定している。

2023年4月の新教育課程開始に向けて、「学位授与方針」

及び「教育課程編成・実施の方針」の再検討及びそれぞれ
の方針に基づく科目の見直しを行い、2021年10月末まで
に各学部での学則改正を完了した。2022年度中に微調整
を行うことが想定されるものの、当該過程を通じて、それぞれ
の方針の実質化を図ることとしている。

2023年4月の新教育課程開始にむけてカリキュラム改革を

進めているところであり、同改革に合わせ「入学者受け入れ
方針」の改訂を進めている。「入学者受け入れ方針」改訂の
全学的な方針として2021年11月に「アドミッション・ポリ
シー作成指針」を作成した。
2022年3月にかけて各学部で同指針に沿ってアドミッショ

ン・ポリシーを検討する際に、入学者選抜との整合性のチェッ

ク等を通じて、入学者受け入れ方針の実質化を図る予定で
ある。

ボランティア活動を展開するために、西南学院大学ボラン
ティアセンター規程を整備し、同規程に基づき諸活動を実施
している。

自己点検・評価結果を踏まえた改善については、全学点検

評価委員会からの助言等を踏まえ、各学部、各研究科及び
各部局において、改善に向けた検討や具体的な改善対応が

進んでいる。
認証評価機関による第2期認証評価時の指摘事項について
は、いずれも改善が進んでおり、2021年7月に大学基準協

会に改善報告書を提出した。
一方で、アンケート調査等を含むIR活動の成果を活用した

教育活動の改善は、学修に関するアンケート等の一部の調
査では教育活動の改善に繋がる取組みがあるため、今後は

全学的な改善活動に向けてIR活動の活性化を図ることとし
ている。

本学の「社会連携・社会貢献の方針」に、生涯学習の機会
提供に関しても定めている。

同方針に沿って、生涯学習の機会として、西南コミュニティー
カレッジを開講しており、後期中期計画においても、「地域貢
献」の取組みとして、幅広い年齢層を対象とした生涯学習に

関する知的リソースの提供に取り組むこととしている。加え
て、具体的なアクションプランとして、公開講座の在り方に関
する調査や検証、リカレント(社会人の学び直し)に関する検

討及び実施を行うこととしている。

外国人留学生の選抜は、受け入れ方針に沿った形で入試を
実施しており、２０２２年度入試から入学後の日本語教育体
系も考慮した入学者選抜を実施できる環境及び体制を整備
し、選抜方法におけるアカデミックな意義付けがより明確と
なった。

外国人留学生への支援については、キャンパス国際化検討

協議会で外国人留学生への修学支援プログラムを検討し、

2022年度から「学部、大学院、留学生別科の日本語科目
の再編」、「外国人留学生と日本人学生の共同学習の推
進」の２項目を実施することとした。
派遣留学生の教育課程編成・実施の方針等については規
程に明記している。
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3-1①
『私立大学の明日の発展のために－監事監査ガイドラ
イン－（私大連 監事会議）』を参考に、監事監査基準

（監事監査規程）、監事監査計画や監査報告書を策定
する。

以下のとおり策定し、充足している。
〇学校法人西南学院監事監査規程（2016年12月6日制
定）

〇監事監査計画…毎年度作成し、5月の常任理事会で報告
〇監事監査報告書（私学法37条、寄附行為22条）…毎年5
月理事会・評議員会に提出
〇監事監査報告書（意見書）…毎年度作成し、理事長・理事
会等に報告(一部回答)

3-1②
『私立大学の明日の発展のために－監事監査ガイドラ
イン－（私大連 監事会議）』を参考に、監事監査マニュ
アル、監事監査調書や監事監査チェックリストの策定に
努める。

私大連監事会議による監事監査チェックリストを監査計画策

定時に使用している。

3-1③

常勤・常任監事の登用、または常勤・常任監事がいる
状況と同様の監事監査が実施できるような監事監査支

援体制を整備する。

適切に監事監査支援体制が整備されている。

3-1④
監事が評議員会、理事会において、積極的に意見を陳

述することができる仕組みを構築する。また、経営に関

する重要な会議等についても出席し、積極的に意見を
陳述することができる仕組みを構築する。

監事は、以前から理事会・評議員会に陪席していたことに加

え、学院理事会体制の見直しを行い、常任監事が常任理事
会に陪席できるようにしたことにより、評議員会及び理事会

において監事が意見を述べる仕組みが構築できた。

3-1⑤
監事監査に必要な資料の提供、説明等、十分な情報提

供を行う。

監事監査に必要な資料の提供及び説明については、ポータ

ルサイトに監事の共有フォルダを作成し、監査資料や学内外
の動きに関する情報を共有するとともに、監事会等で説明し
ている。（監事監査規程第10条参照）

3-1⑥
監事間の連携の深化を図るべく、必要に応じて監事会

を開催する。

監事会は、定期的に開催しており、2020年度は全8回開催

した。（監事監査規程第4条に規定）

3-1⑦
監事と会計監査人、内部監査室等とが協議する場を設

定する。
三様監査は毎年3回実施している。（内部監査規程第15条
に規定）

3-1⑧
監事に対する研修機会を提供し、その充実を図る。 監事が私大連や文科省が主催する監事向けの研修会等に

参加する等、充実を図っている。

3-1⑨
監事の独立性を確保するために、その専門性を考慮し

つつ、監事選任基準の明確化または監事指名委員会
を設置するなどの方法によって監事を選任する。

監事の選任については、学校法人西南学院寄附行為及び
学校法人西南学院寄附行為施行細則に規定しており、監事

選考委員会を設置し、当該委員会からの推薦者について評
議員会の同意を得た上で理事長が選任する形をとってい

る。

3-1⑩
監事監査の継続性を担保すべく、監事の選任時期につ
いて留意する。

監事の継続性の担保については、規程等で明確に規定して

はいないものの、継続性を担保するため、複数人の監事のう
ち１名は前回の監事が継続できるように運用上配慮してい
る。

3-2①

法令等の遵守に係る基本方針・行動基準を定め、事業
活動等に関連した重要法令の内容を役職員に周知徹
底する。

法令等の遵守については、学校法人西南学院倫理綱領に

規定している。また、役職員には、事業活動等に関連した重

要法令や役職として求められる役割等について就任時に説
明を行い、周知徹底を図っている。

3-2②
法令等遵守体制の実効性に重要な影響を及ぼし得る

事項について、理事会及び監事に対して定期的に報告
がなされる体制を整備する。

重要な事項については、全て理事会にて協議・審議する体制
を整備している。

3-2③
学校法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事象への

対応について、理事会その他の重要な会議等におい
て、十分な情報を踏まえたリスク分析を経た議論を展開
する。

学校法人に著しい損害を及ぼす恐れのある事象について
は、理事会に諮る前に、各委員会や会議体等で十分な議論
を踏まえた上で、理事会に諮る体制が整備されている。

3-2④

理事等が、事業内容ごとに信用・ブランドの毀損その他
のリスクを認識し、当該リスクの発生可能性及びリスク
発生時の損害の大きさを適正に評価する。

2-2⑥
自治体等の行政機関や企業との対話、信頼関係の醸
成に努める。

2-2⑤
社会・地域貢献に係る学内の自主的な取り組みを把握
し、全学的な取り組みとして展開する。

２
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2-2
会員法人は、社会の要請を踏ま
えつつ、特色ある教育研究活動
から得られた成果を踏まえ、社
会の要請の変化に対応して、現
実の諸課題に対する解決方法
を示し、社会に貢献する。

3-1
会員法人は、社会からの理解と
信頼を確保するために、常に法
令を遵守するとともに、多くのス
テークホルダーとの良好な関係
の構築を目指し、教育研究活動
を通じ社会に貢献する。

3-1
会員法人は、会員法人における
ガバナンスを担保する理事会に
よる理事の職務の執行監督機
能の向上、監査機能の向上及
び監事機能の実質化のため、
監事選任方法の工夫・改善、支
援体制の整備等を図る。

2-2
会員法人は、市民講座・ボラン
ティア活動・地域課題解決等の
地域連携プログラムを通じ、大
学が社会・地域と連携し、その
発展に貢献していく活動を積極
的に行う環境を整える。

3-2
会員法人は、社会からの信頼を
損なうことがないように、理事会
による理事の職務の執行監督
機能の実質化を図るとともに、
大学で起こり得る利益相反、研
究活動に関わる不正行為等に
ついて、その防止のために必要
とされる制度整備を行い、実行
する。

3-2
会員法人は、ガバナンスを担保
する内部チェック機能を高める
ため、有効な内部統制体制の
確立を図る。

毎年度の事業計画は、常任理事会による協議及び審議、理
事会による審議を経て承認することとしている。審議の過程
で、各事業計画が信用・ブランドの毀損等のリスクを孕んで
いないかを評価した上で、事業計画を承認している。

ボランティア活動については、様々なボランティア活動が実施

されており、ボランティアセンターがその活動を集約し、ガイド
ブックとして取り纏め、学内外に周知している。
また、社会連携に関する活動も、地域と連携した教員の取り
組み等を把握し、全学的な取り組みとして展開している。

被災地支援及び災害支援の観点から各自治体、社会福祉
協議会とも協定等を通じた連携体制が整備されており、具
体的な活動実績も多数存在する。
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基本

原則
遵守原則 重点事項 実施項目 遵守状況

3-2⑦
内部監査室あるいはこれに相当する業務を担当する部
署等を設置するなど、内部チェック機能を高める。

内部監査規程に基づき内部監査室を設置（2008年１０月１

日）しており、監査業務を所管している。

3-2⑧

内部監査基準または内部監査ガイドライン等の内部監
査に関する諸規程を整備し、内部統制体制を確立す
る。

諸規定を以下のとおり制定しており、内部統制体制を確立し
ている。
・学校法人西南学院内部監査規程（2008年6月26日制
定）

・学校法人西南学院内部監査実施細則（2008年6月26日
制定）
・学校法人西南学院監事監査規程（2016年12月6日制
定）

3-2⑨

相互牽制機能が働く有効な体制を整備し、監事、会計
監査人及び内部監査室等による三様監査体制を確立
する。

三様監査は毎年3回実施している。（内部監査規程第15条

に規定）

3-2⑩
学校法人の財務状況に重要な影響を及ぼし得る事項
について、財務担当理事と会計監査人との間で適切に

情報を共有する。

理事長と会計監査人が年１回、ディスカッションを行い、財務
担当理事も同席し、財務状況の課題等の情報共有を図って

いる。

3-2⑪

理事会その他の重要な会議等における意思決定及び
個別の職務執行において、法務担当及び外部専門家

に対して法令等遵守に関する事項を適時かつ適切に
相談する体制を構築するなど、法令等を遵守した意思
決定及び職務執行がなされることを確保する体制を整

備する。

顧問弁護士の設置や外部機関への相談等、コンプライアン

スの体制は整備している。

3-2⑫
教職員等が違法または不適切な行為、情報開示内容

に関し真摯な疑念を伝えることができるよう、また、伝え

られた情報や疑念が客観的に検証され適切に活用さ
れるよう、（消費者庁の「公益通報者保護法を踏まえた
内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向け

ガイドライン」（平成28年12月９日）等を参考にして）
内部通報に係る体制を整備する。

公益通報については、総務部長が窓口とし、内部通報体制と

して整備するとともに、ホームページで公表している。

3-3-1①

いつ、どのような情報を、誰に対して、どのように開示す
るかなどを規定した情報公開基準またはガイドライン等

の諸規程を整備する。

法令等の定めに沿って情報公開を行っているものの、情報公
開基準またはガイドライン等の諸規程は整備していないため

課題として認識しており、ガイドラインの作成に向けて、広報
担当部門において検討を進めている。

3-3-1②

公正かつ透明性の高い情報公開を行うため、開示すべ
き情報が迅速かつ網羅的に収集され、法令等に則って
適時、正確に開示することのできる体制またはシステム

を整備する。

法令等の定めに沿って公開すべき情報については、各部署
に分担する等、ホームぺージ等にて開示する体制を整備して

いる。

3-3-1③

法令に定められた財務書類等を適切に公開する。 法令に定められた財務書類等をホームページで公開してい
る。

3-3-1④
中長期計画、事業計画との連関に留意した事業報告
書の作成を通じてその進捗状況を公表する。

事業計画作成時には中長期計画の管理シートに基づき、計

画の進捗状況を示している。
事業報告書は事業計画の各計画内容に対して、当年度の実
施状況を報告することとしており、加えて、2021年度の事業

報告書から当年度の各アクションプランの進行状況を追加
する方向で検討を進めている。

3-3-1⑤

認証評価結果、外部評価結果及び設置計画履行状況
等調査結果等、学外からの評価結果等を公表する。

認証評価結果、外部評価結果、設置計画履行状況報告調
査結果等、学外からの評価結果はホームページで公表して

いる。

3-2⑤
不正または誤謬等の行為が発生するリスクを減らすた
めに、各担当者の権限及び職責を明確にするなど、各

担当者が権限及び職責の範囲において適切に職務を
遂行していく体制を整備する。その際、職務を複数の者
の間で適切に分担または分離させることに留意する。

3-2⑥
職務を特定の者に一身専属的に属させることにより、組
織としての継続的な対応が困難となる、あるいは不正ま

たは誤謬等が発生するといった事態が生じないよう、権
限及び職責の分担や職務分掌を明確に定める。

3-2
会員法人は、社会からの信頼を
損なうことがないように、理事会
による理事の職務の執行監督
機能の実質化を図るとともに、
大学で起こり得る利益相反、研
究活動に関わる不正行為等に
ついて、その防止のために必要
とされる制度整備を行い、実行
する。

3-2
会員法人は、ガバナンスを担保
する内部チェック機能を高める
ため、有効な内部統制体制の
確立を図る。
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各担当者の権限及び職責については学校法人西南学院寄
附行為及び関連規程に規定している。

教学組織については、大学規程に、各種委員会やセンタ―

等の選出規程を定めており、役職者や委員の任期、権限や
責任について定めている。
事務組織については、事務分掌規程に、各組織の職務担当
や職責の権限を明確にするとともに、定期的な人事異動を

行う等により対応している。

3-3
会員法人は、自らが行う教育研
究活動に係る情報や、それを支
える経営に係る情報について広
く社会から理解を得るため、
様々な機会を通じて、積極的に
情報を公開する。

3-3-1
会員法人は、広く社会に対し
て、継続的かつ時宜に適った情
報公開を行うための制度整備
をさらに進める。
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基本

原則
遵守原則 重点事項 実施項目 遵守状況

3-3-2①

公開する情報の包括性、体系性、継続性、一貫性及び
更新性に留意する。

ホームページでは大学に係る情報を網羅して公開しており、
関連する項目ごとに整理し、体系化して閲覧できるようにし
ている。加えて、毎年度、担当部局により各項目の情報更新
の必要性を確認しており、継続性及び一貫性を持った表現

を行うよう留意している。

3-3-2②
公開した情報へのアクセシビリティ及びユーザビリティ
の向上を図る。

大学TOPページの「西南学院大学について」に「情報公開」
のページを設けており、容易に情報にアクセスできるよう留
意している。さらに、TOPページの検索ウィンドウからも各種
公開情報の検索が容易にできるようにしており、アクセシビリ
ティ及びユーザビリティの向上を図っている。

3-3-2③

情報の受け手にとっての理解容易性、明瞭性及び重要
性に留意し、グラフや図表を活用した資料等、幅広いス
テークホルダーが理解しやすい手段によって情報を公

開する。

事業報告書の財務関連ページにては、各種財務書類上の数
値の説明だけでなく、グラフで経年比較等も掲載し、分かり
やすい説明を行うよう留意している。
また、大学の情報を掲載したFACTBOOKを「情報公開」の

ページに公開しており、大学内の様々な情報をグラフ及び図
表を用いて掲載し、閲覧者が理解しやすいように公開してい
る。

3-3-2④
とくに収支の均衡状況、将来必要な事業に対する資金
の積立状況や資産と負債の状況について、学校法人の

信頼性、透明性及び継続性の観点から、理解容易性、
明瞭性に留意した情報を公表する。

ホームページに財務書類等を公開しており、決算資料である

貸借対照表等に資金の積立状況、資産及び負債の状況に
ついて公表している。

3-3-2⑤

中長期計画並びに事業計画との連関に留意した評議
員会への事業の実績報告や事業報告書の作成を通じ
た経営上の課題や成果の明確化、共有化により、経営

改革を推進する。

中長期計画の進捗状況を踏まえ、事業計画及び事業報告に

ついて評議員会に意見を求めており、経営上の課題等を共
有している。

3-3-2⑥
大学に特有の用語に関してはわかりやすい説明を付す
など、大学関係者以外の幅広いステークホルダーから

の理解が得られるよう工夫する。

情報公開において大学業界特有の用語には注釈をつけるな

ど工夫している。

4-1①
政策を策定、管理する責任者（理事長、常務理事、学長

をはじめとする理事等）の権限と責任を明確化する。
理事長等の権限や責任範囲については、寄附行為に定めて
いる。

4-1②
政策を策定、管理する責任者の選任、解任に係る手続
き等を明確化する。

責任者(理事長、常任理事、学長をはじめとする理事等)の選

任、解任については学校法人西南学院寄附行為、学校法人
西南学院寄附行為細則及び当該役職者に関する規程にお
いて規定している。

4-1③
政策を執行する責任者の権限と責任を明確化する。 学長の職務権限は大学規程に定めている。事務局の職務権

限は西南学院本部規程に定めている。

4-1④

理事会、監事及び評議員会等のガバナンス機関におい
て、機関内及び機関間の有効な相互牽制が働くような
仕組みを構築する。

理事会、監事及び評議員会等は、私立学校法に準拠した学
校法人西南学院寄附行為をはじめとする各種規程に基づき

運営されており、適切な相互牽制がなされている。

4-1⑤
理事会及び監事が、理事長や特定の利害関係者から

独立して意見を述べられるか、モニタリングに必要な正
しい情報を適時、適切に得ているか、理事長、内部監査
人等との間で適時、適切に意思疎通が図られている
か、理事会及び監事による報告及び指摘事項が適切
に取り扱われているか、を定期的にチェックする。

監事から意見書が理事長及び理事会宛に提出されており、
その内容は理事会運営や大学の教学改革等に関するもの
である。また、2020年度は、コロナ禍における大学のIT機器
購入補助費支給及び学修支援金の一律支給にあたり、財政
支出に際して、理事会による意思決定が行われなかったこと

に対する指摘も行っている。以上のとおり、監事からの意見や
指摘も適切に行われている。

3-3-1⑥
学校法人が相当割合を出資する事業会社に関する情
報を公開する。

決算書の貸借対照表注記にて公表している。
加えて、学院ホームページに、出資事業会社に関するリンク
を設置している。

3-3-1⑦
公表した情報に関する外部からの意見を聴取し、反映
できる体制を整備する。

４
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4-1
会員法人は、私立大学の教育
研究活動の継続性を実現する
ため、大学運営に係る諸制度を
実質的に機能させ、自律的な大
学運営に努める。

4-1
会員法人は、大学運営に係る
諸制度によるガバナンス機能の
向上のため、評議員会、理事会
及び監事等の機能の実質化を
図る。

外部からの問合せ等については、適宜、担当部署において対
応を行っているものの、外部からの意見を聴取し、反映する
体制の整備には至っていない。
外部からの意見を適切に反映する仕組みの整備は今後の

課題として認識している。

3-3-2
会員法人は、情報を公開するに
当たり、幅広いステークホル
ダーの理解が得られるよう、そ
の公開方法の工夫・改善を図
る。

3-3
会員法人は、自らが行う教育研
究活動に係る情報や、それを支
える経営に係る情報について広
く社会から理解を得るため、
様々な機会を通じて、積極的に
情報を公開する。

3-3-1
会員法人は、広く社会に対し
て、継続的かつ時宜に適った情
報公開を行うための制度整備
をさらに進める。

３

．

信

頼

性

・

透

明

性

の

確

保

5



 

基本

原則
遵守原則 重点事項 実施項目 遵守状況

4-1⑨
理事会や常務理事会等の議決事項を明確化する。 2020年4月より「学校法人西南学院理事会及び常任理事

会の決裁区分に関する規程」が制定され、理事会の議決事
項などを明確化した。

4-1⑩
理事会、評議員会の開催に当たり、資料を事前に送付
するなど、十分な説明や資料を提供し、構成員からの意
見を引き出すための議事運営の仕組みを構築する。

資料の事前配付は実施し、ペーパレス化も推進している。加
えて、欠席時にも意見を提出できるように仕組みをあらため、
構成員から意見を引き出す仕組みを整備している。

4-1⑪
評議員の定数は学校法人の規模を踏まえた数とする。 評議員の定数は法人の規模を踏まえて、理事定数と共に見

直し（縮小）を行い、適正化を図った。

4-1⑫

学校法人内外の人材のバランスに考慮しつつ、理事及
び評議員等に外部人材（選任時に当該学校法人の役
員、教職員でない者）を積極的に登用（理事、評議員に
ついては複数名）する。

牧師系列理事、卒業者及び教育に理解ある者系列理事等

を置くなどして、外部人材の参画できる体制を敷いている。

4-1⑬
外部人材に経営情報を正確かつ迅速に伝達し、運営

の透明性を確保するとともに、外部人材からの意見聴
取の仕組みを整備する。

理事・評議員ともに学院内部者・外部者の隔てなく情報提供
がなされており、意見も活発に出されている。また、会議に欠

席する際には欠席届と合わせて議案に対して意見を述べる
ことができるようにしている。

4-2-1①
「寄附を受ける」から「寄附を募る」への転換を図り、寄

附金募集事業を推進するための体制を整備する。

本学では、募金事業を所管する部署として広報・校友課を置

き、体制を整備している。

4-2-1②
理事長、学長等のトップ層が寄附募集活動の重要性を
認識したうえで、業務としての寄附募集の位置づけを明

確にし、教職員の寄附募集に係る意識と理解の深化を
図る。

募金事業の資料を教職員等に配付する等、適宜、寄附募集

に努めている。理事長、学長等のトップ層は寄附募集活動の
重要性を認識しており、今後、関係事務局ではトップ層との
連携を図り、特に教職員への意識の醸成に向けた対応策の

検討が必要であると認識している。

4-2-1③
「大学のミッション、ビジョンの実現に向けた事業」「大
学の将来（機能別分化、個性化、多様化やグローバル

化）に向けた事業」や「スポーツ・文化振興、地域振興、
社会貢献、その他社会のニーズに合致した事業」等の
目的を明確化したうえで、寄附者からの共感を得て寄
附を募る。

寄付者の意向に沿った目的に使用するために使途を指定で
きるようにしている。

4-2-1④
補助金を含めた外部資金に係る情報収集、情報共有

（学内広報）、研究シーズや成果の情報公開（学外広
報）を推進するための体制を整備する。

4-1⑥
教学組織と法人組織の役割・権限・責任を明確化する。

4-1⑦
政策を策定、管理する責任者（常務理事等）が政策の

執行状況を確認できる仕組みをＩＴの活用等により構築
する。

4-2-1⑤
補助金を含めた外部資金獲得のための円滑な事業運
営や研究推進のための体制を整備する。

科研費の獲得に向けて、教育・研究推進課を中心に、研究支
援の取組みを整備している。また、科研費以外の外部助成金
の募集については、学術研究所事務室を中心として掲示等
により教員への周知を図っている。

一方で、補助金の獲得に向けては、申請の取り纏め部署を
定めている程度に留まるため、全学的に推進する体制の整
備が課題であると認識している。

4-1⑭
理事、評議員及び監事に対する研修機会を提供し、そ

の充実を図る。

理事、評議員に対して、就任時にオリエンテーションを行って

いる。
理事には、文部科学省や日本私立大学連盟等が開催する

研修会の情報提供を適宜行っているものの、評議員を対象
とした研修会の情報提供は行えていない。
監事には、本学が加盟する大学監査協会や監査法人が主

催の研修会について、適宜情報提供を行っており、参加実績
もある。

外部助成金に関しては情報収集を行い、掲示板等を用い

て、教員への情報提供を行っている。

また、研究シーズの把握のために、パートナーシップ・プログ
ラムに取り組んでおり、成果の学外広報として、企業とのマッ
チング等を企業と協力して推進することとしている。
一方で、補助金については、取り纏め部署を中心に情報共
有を図っているが、全学的に推進する体制の整備が課題で

あると認識している。

4-1⑧
経営情報を正確かつ迅速に教職員等に伝達するため
のＩＴ環境を整備するなど、学校法人経営に係る当事者
意識を醸成する仕組みを構築する。

常任理事が会議資料や議事録、事業計画書、事業報告書

等の経営に関する情報を、適宜閲覧できるサイトを構築して
いる。

教学組織の役割・権限・責任については、大学学則、大学院

学則及び大学規程に定めている。
法人組織及び事務局組織については、寄附行為、西南学院
本部規程に定めている。

会議結果について課長会議で報告するとともに、グループ
ウェアで共有しており、経営に関する情報（事業計画書、事
業報告書等）もグループウェアやポータルサイト上で閲覧で

きるようにしている。
一方で、学校法人経営にかかる当事者意識の醸成について
は、仕組みの構築も含めて課題であると認識している。

４

．

継

続

性

の

確

保

4-1
会員法人は、大学運営に係る
諸制度によるガバナンス機能の
向上のため、評議員会、理事会
及び監事等の機能の実質化を
図る。

4-1
会員法人は、私立大学の教育
研究活動の継続性を実現する
ため、大学運営に係る諸制度を
実質的に機能させ、自律的な大
学運営に努める。

4-2-1
会員法人は、私立大学の教育
研究活動の継続性を確保する
ために、学生納付金以外の収
入の多様化等によって、財政基
盤の安定化及び強化を図る。

4-2
会員法人は、私立大学の教育
研究活動の継続性を実現する
ため、財政基盤の安定化、経営
基盤の強化に努める。
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基本

原則
遵守原則 重点事項 実施項目 遵守状況

4-2-1⑦
リスクを考慮した資産の有効活用を行うための規程及

び体制を整備する。
資産運用については内規を定めており、同内規には様々なリ
スクを考慮し資産活用を行うことを定めている。

なお、資産運用は常任理事会の下に所管する委員会を定め
ており、体制として整備している。

4-2-2③
危機の発生を未然に防止するためのシステム及び体制
を整備する。

西南学院大学危機管理規程には、危機発生の予防等の措
置対応も対象として定めており、同規程に西南学院大学危

機管理委員会を体制として整備し、危機管理事象に対応す
ることとしている。

4-2-2⑤
情報システムへのアクセス権限を厳格・適切に設定す

る。

情報システムへのアクセス権限の設定については、グループ

ウェアのワークフロー機能により申請を行うこととしており、新
規のアクセス権限は上長の承認及び情報システム部門の承

認を行った上で付与する方式となっているため、厳格かつ適
切に管理している。

西南学院大学危機管理規程に情報セキュリティに関する事

象を取り扱うことと定めており、西南学院大学危機管理委員
会が情報セキュリティを含む危機管理体制の評価及び見直
しについても審議することとしている。

上述のとおり、西南学院大学危機管理規程に則り、危機管
理の体制及び運用状況の検証を進めているものの、より適

切な対応とするべく、情報セキュリティ・ポリシーの策定に向
けて調査を行っている段階である。

4-2-2⑥

情報セキュリティ体制の適切性及び運用状況を検証す
る。

4-2-2④
危機が発生した場合、あらかじめ整備した緊急時対応

マニュアル等に基づき対応する。

4-2
会員法人は、私立大学の教育
研究活動の継続性を実現する
ため、財政基盤の安定化、経営
基盤の強化に努める。

4-2-1
会員法人は、私立大学の教育
研究活動の継続性を確保する
ために、学生納付金以外の収
入の多様化等によって、財政基
盤の安定化及び強化を図る。

4-2-2②
危機の発生に備え、危機管理時の広報業務に係るマ
ニュアル、緊急時の対応マニュアル等、危機発生時に
必要となる各種マニュアルを整備し、教職員、学生等に
広く周知する。

4-2-2①
管理運営上、不適切な事案が生じた際には、速やかな
公表と再発防止が図られる体制を整備する。

4-2-1⑥
社会・地域連携、産学官民連携、大学間連携や高大連
携を通じた外部機関との連携を推進するための体制を

整備する。

危機が発生した場合に備え、危機管理に関する各種マニュ
アルを整備しており、西南学院危機管理委員会で対応を行

うこととしている。

危機管理基本マニュアルを整備しており、グループウェアに
掲載し、教職員に周知している。
学生に対しては、「学生生活の手引き」及び「学生手帳」に
「防災マニュアル」や「事故発生時の緊急マニュアル」を掲

載し、周知を図っている。

危機管理規程に基づき、適切に対処するとともに、公表と再
発防止を図る体制を整備している。

自治体や企業、また他大学等との連携に関する推進体制は
社会連携課を組織として整備し、各種連携を推進している。

大学間連携として、これまでに成蹊大学や東京外国語大学、
國學院大學との包括連携協定を締結し、また、相互評価とし
て、東北学院大学と2019年度から相互評価を毎年度実施
している。
高大連携は、社会連携課が主管部署であるものの、入試課

も協働し実行している。入試課では出張講義を担当し、高校
等からの依頼を積極的に受け入れる方針で複数の担当者

が対応している。2021年度は２５件の出張講義を実施して
いる（２０２１年１１月現在）。

４

．

継

続

性

の

確

保

4-2-2
会員法人は、幅広いステークホ
ルダーからの信頼性確保及び
教育研究活動の継続性確保の
ために、危機管理体制を拡充す
る。
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